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第５期中長期目標期間におけるダイバーシティの推進策 －骨子－ 

令和２年３月１９日 

Ⅰ．はじめに 

産総研は、研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上のため、産総

研の多様性を生かした社会課題の解決、第４期に重点的に取り組んだ「橋渡

し」の拡充、イノベーションを支える基盤整備等という第５期の産総研ミッ

ションを遂行するため、多様な属性（性別、年齢、国籍、障がい等）を持つ

人材が最大限に能力を発揮し活躍できる組織を目指し、関係部署の連携によ

り全所的にダイバーシティを推進する。なお、本推進策において、特に推進

すべき取組を、次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」という。）及

び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活躍推進

法」という。）に基づく一般事業主行動計画（以下、「行動計画」という。）

（令和２年４月１日～令和７年３月 31 日）として策定する。

Ⅱ．第５期中長期目標期間のダイバーシティ推進に係るアクションプラン 

１．ワーク・ライフ・バランスの実現 

① 柔軟な働き方の推進

産総研で働く一人ひとりが、仕事と生活の調和がとれた働き方ができ、

ライフイベントによるキャリアロスを軽減できるようなワーク・ライ

フ・バランス支援策や職場環境づくりを推進する。

② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

固定的な性別役割分担にとらわれない意識の浸透を図り、男女問わず

主体的に育児に関与できる職場環境等の整備を推進すると共に、ワー

ク・ライフ・バランス支援策を普及する。

③ 育児・介護支援制度の柔軟な運用

産前産後・育児休業中や介護休業中、職場復帰後における育児・介護

支援制度について、所内周知を行うと共に、ニーズの把握に努め、必要

な改善を行う。 

２．女性職員の活躍推進及び女性研究職員の採用拡大 

① 女性職員の活躍推進

女性管理職登用の支援を目的とした、職員のモチベーション向上と意

識啓発、職場環境整備に資する取組を促進する。 
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② 女性研究職員の採用拡大

女性研究職員の採用に向けて、積極的な広報活動と各領域の実状に応

じた取組を促進する。これらの取組によって、研究職採用者に占める女

性の割合について、期間累積 18％の維持に努める。 

３．外国人研究者の採用・受入支援及び活躍支援 

① 外国人研究者の採用・受入支援

優秀な外国人研究者の採用や受入の支援を目的とし、英語版の公式ホ

ームページに外国人研究者に向けた情報を整備する等、外国人研究者へ

産総研の認知度を高める。 

② 外国人研究者の活躍支援

AIST インターナショナルセンター（AIC）は、外国人研究者に対する

滞在・生活支援業務を中心としつつ、地域センターのニーズの把握に努

め、担当部署の連携により、所内業務に関する英語セミナー等を開催す

る。 

４．キャリア形成 

① 個々に寄り添ったキャリア形成支援

職員一人ひとりがキャリアを前向きに捉えられるように、キャリアパ

ス設計からキャリア形成まで一貫した支援について周知し、専門家によ

るキャリアカウンセリングや講習、メンター制度等を実施する。

５．ダイバーシティの総合推進 

① 障がい者が働きやすい環境の整備

障がい者が働きやすい職場環境を整備すると共に、法定雇用率を遵守

した雇用を促進することで、障がい者が社会の一員として活躍できるよ

うより一層支援する。 

② ダイバーシティを推進するための意識の醸成

性別、年齢、国籍等の多様な属性をもつ人々を認め、理解するための

全所的なダイバーシティ推進の意識を醸成する。 

③ ダイバーシティを推進する体制

ダイバーシティ推進委員会のもと本推進策の PDCA サイクルを回し、

必要な施策の検討を行い、全所的にダイバーシティを推進していく。 

④ 国、自治体及び他の研究教育機関等との連携

ダイバーシティ・サポート・オフィス（DSO）に主要メンバー機関とし

て参加するとともに、他機関との協力を継続し、社会に貢献する。 
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第５期中長期目標期間におけるダイバーシティの推進策 

令和２年３月１９日 

I. はじめに

産総研は、多様な属性（性別、年齢、国籍、障がい等）を持つ人々が働く

ことで、研究活動が活発になり、より豊かな内容と高い成果をもたらし、結

果として社会にとって有益なものになるという確信のもと、より一層、個人

の持つ能力が十分に発揮できる環境の実現を目指している。 

 産総研は第４期中長期目標期間において、世界最高水準の研究成果を創出

しその成果の社会への「橋渡し」を達成するため、また、特定国立研究開発

法人に指定されたことを受け（平成 28 年 10 月１日）、より一層研究開発等

の実施体制を強化することを目的に、人材の多様性を確保し、個人の能力を

十分に発揮できる環境の実現を目指してきた。 

 第４期では、女性活躍推進法に基づく行動計画（平成 28 年４月１日～令

和２年３月 31 日）及び次世代法に基づく行動計画（平成 29 年４月１日～令

和２年３月 31 日）を策定した。女性活躍支援では、第４期累計女性研究職

員採用比率を 18％以上とする、管理職に占める女性比率を５％以上とし次

世代の女性管理職を育成する、と行動計画目標を定めた。女性が活躍できる

職場環境を実現するため、女性の大学院生・ポスドク向けイベントの定期的

開催や産総研内外イベントへの参加、エンカレッジ研修の導入、在宅勤務制

度の導入、研究補助員雇用支援制度の立ち上げおよび制度化を行った。これ

ら活動の積み重ねにより、研究職採用者に占める女性の割合 18.8％（第４

期累積）、管理職に占める女性の割合 6.1％となった（令和元年 12 月末時

点）。次世代育成支援では、産前産後・育児休業からの職場復帰の支援、男

性職員の育児休業取得促進、育児支援のための在宅勤務制度の導入、介護に

関するセミナーの実施や、ランチ会の開催等を通じて、働きやすい環境の整

備を進めた。外国人研究者の支援策（英語でのセミナー実施、情報発信、所

内業務に係るマニュアル整備等）、障がいがあっても働きやすい環境の整備、

外部機関との積極的な協力・活動を継続、公的研究機関として広くダイバー

シティを推進した。

第５期では、「世界に先駆けた社会課題の解決と経済成長・産業競争力の

強化に貢献するイノベーションの創出」という産総研のミッションを遂行す

るため、多様なバックグラウンドをもつ全ての人々が、最大限に能力を発揮

し活躍できる組織を目指し、次項に示す５つのアクションプランに基づいて、

産総研におけるダイバーシティを推進する。 

3



Ⅱ．第５期中長期目標期間のダイバーシティ推進に係るアクションプラン 

第５期中長期目標計画（資料２)、及び第４期中期目標期間のダイバーシ

ティの推進策のまとめと課題解決のための視点（資料３)に基づき、第５期

中長期目標期間のダイバーシティ推進に係るアクションプランを以下のよ

うに定める。なお、本推進策において、特に推進すべき取組を、次世代法及

び女性活躍推進法に基づく行動計画（令和２年４月１日～令和７年３月 31

日）として策定する（本文中下線部分）（資料４）。本推進策及び行動計画は、

進捗状況や環境の変化により、必要に応じて見直しを行うこととする。

１．ワーク・ライフ・バランスの実現 

アクションプランのポイント：

･ 職員の柔軟な働き方に資する在宅勤務制度の拡充を検討する。 

･ 仕事と家庭の両立のための支援制度として、配偶者同行休業制度の導入

を検討する。 

･ 男女問わず育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を促

進する（行動計画：目標１）。 

･ 夏季特別休暇と土日祝日に年次有給休暇を組み合わせた、９日間以上連

続した長期休暇の取得者の比率が 45％以上となるように、積極的に周知

活動を行う（行動計画：目標２）。 

･ 育児・介護等で時間制約がある研究職員への補助員雇用支援制度につい

て、職員がより利用しやすい制度の運用に努める。 

① 柔軟な働き方の推進

産総研では、仕事と家庭の両立のための支援制度の充実が図られ、個々

の職員が状況に合わせて、必要な支援を選ぶことができるようになってき

た。令和元年度に実施した「ダイバーシティ推進に関するアンケート」で

は、「あなたの職場では仕事と家庭の両立に理解があり配慮がある」とい

う問いに対し、75.1％が「そう思う」と回答しており、仕事と家庭の両立

を支援する職場環境が整ってきた。第４期では特に、国のテレワーク・デ

イズの取組を契機に、産総研の在宅勤務制度の拡充を検討するため、テレ

ワーク・デイズを試行的に実施した。試行実施後のアンケートによると、

時間的な余裕が生じ業務にメリハリが持て、仕事と生活の質が良くなるな

ど、職員の心身の健全化と生産性向上に繋がった。第５期においても、職

員の柔軟な働き方に資する在宅勤務の拡充を検討する。
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また、職員の事情やニーズに応じて働き方の選択肢を拡充する制度とし

て、平成 26 年 2 月には国家公務員において配偶者同行休業制度が施行さ

れた。配偶者同行休業制度とは、外国で勤務等をする配偶者と外国におい

て生活を共にするための休業制度である。当該制度は有為な職員の継続的

な勤務を促進するにも有効とされ導入している研究機関も多くある。産総

研においても、仕事と家庭の両立支援として当該制度の導入を検討する。 

② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

男女問わず主体的に育児に関与できる職場環境等の整備を推進すると

共に、ワーク・ライフ・バランス支援策を普及するため、以下の目標に対

する取組を行う。 

男女問わず育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を促

進する（行動計画：目標１）。このため、男性も主体的に育児に関与でき

るように、所内に向けて出産・育児についての意識啓発と所内制度の周知

に努める。また、本人または配偶者が妊娠中の者、産前産後休業や育児休

業から復帰した者に向けて、情報交換会・懇談会等を開催する。 

ワーク・ライフ・バランス支援を目的として、職員等に対し、働き方、

休み方を変える第一歩として、夏季特別休暇と土日祝日に年次有給休暇を

組み合わせた、９日間以上連続した長期休暇の取得者の比率が 45％以上

となるように、積極的に周知活動を行う（行動計画：目標２）。夏季特別

休暇に年次有給休暇をプラスして、計画的に年次有給休暇が取得できるよ

うに、夏季の長期休暇取得促進等のキャンペーンを実施し、職員等に長期

休暇取得を奨励する。また、業務生産性の向上を目的とした業務改革にお

いて、労働時間の削減への効果が期待できる取組を行う。 

③ 育児・介護支援制度の柔軟な運用

産総研では、仕事と育児・介護の両立のための支援制度の充実が図られ、

個々の職員が状況に合わせて、必要な支援を選ぶことができるようになっ

てきた。第４期においては、育児・介護等で研究実施に必要な時間の確保

に苦労する状況にある研究職員を支援する補助員雇用支援策を試行の上、

制度化し、支援の新たな選択肢を拡充してきた（「育児・介護等で時間制

約がある研究職員への補助員雇用支援制度」産総研決定文書 19-13）。第

５期においては、本支援制度を運用しつつ、職員がより利用しやすい制度

の運用に努める。特に介護については、個々の事情によりさまざまな状況

が想定されるため、より柔軟な対応が求められる。引き続き、介護に係る

情報収集を行うと共に、有効な介護支援の在り方等を検討する。 

託児施設等については、利用度の高い一時預かり保育等を継続する。 
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２．女性職員の活躍推進及び女性研究職の採用拡大 

アクションプランのポイント：

･ 女性管理職登用の支援を目的とした、職員のモチベーション向上と意識

啓発、職場環境整備に資する取組を促進する（行動計画：目標３）。 

･ 優秀な女性研究職員確保のための取組を推進し、研究職採用者に占める

女性の割合は、期間累積 18％の維持に努める（行動計画：目標４）。 

① 女性職員の活躍推進

第４期では多様な属性を持つ人々が共に働くことで研究成果が豊かに

なるという確信のもと、ダイバーシティを推進してきた。行動計画策定に

あたり、女性の活躍状況についての状況把握・課題分析を行った結果（平

成 30 年度データ使用） 1、産総研では、「管理職に占める女性労働者の割

合」が課題であるとの判定が出た。女性職員の活躍を支援する取組の一つ

として、女性管理職登用を特に推進する必要があると考えられる。第４期

では、管理職 2に占める女性の割合は、平成 26 年度末時点では 2.8％であ

ったが、平成 30 年度末時点では、第４期の目標である５％以上を超える

6.3％となった。現在、産総研では、研究職、事務職ともに、年代が低く

なるほど職員に占める女性の割合が高くなる傾向があり、将来的には、各

年代において、職員に占める女性の割合が高くなると見込まれる。これら

の状況を踏まえ、第５期では以下の目標に対する取組を行う。 

女性管理職登用の支援を目的とした、職員のモチベーション向上と意識

啓発、職場環境整備に資する取組を促進する（行動計画：目標３）。産総

研の女性研究者ロードマップの作成・公開や、女性職員同士の情報交換の

場を設け、女性職員が自らのキャリアのイメージを持つことを支援する取

組を行う。女性職員とその上長のコミュニケーションの促進を目的として、

女性のキャリアロス等の情報提供や女性職員のアンケート調査のフィー

ドバックを行い、意識啓発を行う。女性管理職登用における状況把握・課

題分析を行い、職場環境整備に努める。これらの取組の結果としての女性

の活躍状況を適時把握し、関係部署で情報共有する。上記の取組を通じて、

第４期から引き続き、女性管理職登用の拡大に努める。 

1 状況把握を行うべき他の３つの基礎項目（「採用した労働者に占める女性労働者の

割合」、「男女の平均勤続勤務年数の差異」、「労働者の各月ごとの平均残業時間数等の

労働時間の状況」）については判定基準をクリアした。 
2 管理監督者及び機密情報取扱者 
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② 女性研究職員の採用拡大

職員採用者に占める女性の割合は、事務職では 35.7％、研究職では

29.3％となった（令和元年 12 月末時点）。事務職においては、採用枠の半

数を女性が占めており、女性の採用は進んでいるとみられる。研究職につ

いても、第４期では、関係部署が積極的に採用活動に努めた結果、研究職

採用者に占める女性の割合は、第４期累積目標値 18％以上を超える

18.8％となった（令和元年 12 月末時点）。これは、第３期終了時点（平成

26 年度末）で試算した、日本の理工系大学院の博士取得者で国内に留ま

ると想定される女性研究者の比率（以下、「女性研究者供給率」とい

う。)16.6％（第４期推進策、資料４）を超える実績である。なお、平成

30 年度末時点の女性研究者供給率は、16.0％となる。 

 第５期では、多様な属性を持つ人々が共に働くことで産総研の研究開発

成果の最大化に貢献するという確信のもと、第４期から引き続き、優秀な

女性研究職員の確保のための取組を推進していく。女性研究者供給率に鑑

み、第５期では以下の目標に対する取組を行う。 

 優秀な女性研究職員確保のための取組を推進し、研究職採用者に占める

女性の割合は、期間累積 18％の維持に努める（行動計画：目標４）。この

ため、優秀な女性の大学院生・ポスドクの応募拡大を目的とし、産総研の

女性研究職員との懇談会と見学ツアーの開催、人事採用担当者が就職関連

イベントへ参加、産総研研究職員が女性研究職員の活躍に関する取組を学

会企画行事で発表するなど、広報活動を展開する。また、将来を担う世代

である女子中高生の理系選択促進のため、研究職が魅力ある職業であるこ

とを伝える機会を設ける。 

３．外国人研究者の採用・受入支援及び活躍支援 

アクションプランのポイント：

･ 優秀な外国人研究者 3の採用や受入の支援を目的として、英語版の公式

ホームページに外国人研究者に向けた情報を整備する等、外国人研究者

へ産総研の認知度向上に資する広報活動を行う。

･ 外国人研究者の活躍に向け、全所的に英語での業務支援や情報提供を進

めると共に、研究業務の円滑な実施のため、外国人研究者の日本語能力

習得を支援する。

3 本推進策では国籍によらず、外国にバックグラウンドをもつ研究者を「外国人研究

者」とする。なお、研究者は、職員、契約職員、外来研究員、技術研修員を含む。 
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① 外国人研究者の採用・受入支援

平成 30 年度、外国人研究職員は 141 名であり、加えて、契約職員 282

名、外来研究員 220 名、技術研修員 177 名と、多くの外国人研究者が産総

研において研究活動に従事した。第４期初年度（平成 27 年度）と比較し

て、職員ならびに契約職員は、1.4 倍の伸びとなっている。グローバルな

背景を持つ外国人研究者は、産総研に新しい研究手法を提案するなど、研

究開発に大きく貢献することが期待される。 

第５期においても引き続き、優秀な外国人研究者の採用や受入の支援を

目的として、英語版の公式ホームページに外国人研究者に向けた情報を整

備する等、外国人研究者へ産総研の認知度向上に資する広報活動を行う。 

また、大型の国際共同研究拠点の本格稼働に向けて、外来研究員や技術

研修員の受入れ等を円滑に行うことにより、短期滞在の外国人研究者へ産

総研での研究活動の機会を提供し、外国人研究者の応募の増加に貢献する。 

② 外国人研究者の活躍支援

外国人研究者の活躍に向け、産総研では第４期を通じ、全所的に英語で

の業務支援や情報提供を進めてきた。第５期においては、当該取組を一層

推し進めるとともに、研究業務の円滑な実施のため、外国人研究者の日本

語能力習得を支援する。 

AIST インターナショナルセンター（AIC）では、外国人研究者に対し、

在留資格取得等の滞在・生活支援業務を継続する。また、地域センターに

おける外国人研究者の活躍に資する、支援ニーズの把握に努める。外国人

研究者と担当部署との橋渡し（窓口）機能を担う上では、担当部署との連

携により、所内業務や手続き等に関する英語セミナーを引き続き開催する。 

４．キャリア形成 

アクションプランのポイント：

･ 専門家によるキャリアカウンセリングやセミナー、メンター制度を継

続して実施する。 

① 個々に寄り添ったキャリア形成支援

産総研で働く一人ひとりが活き活きと働き続けられるように、個々の

状況に対応できる専門家によるキャリアカウンセリングやセミナー等を

第５期も継続して実施する。 
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また新規採用事務職員を対象に、日常業務から少し離れた立ち位置か

ら仕事や生活に対する相談が可能な先輩職員によるメンター制度を継続

する。なお、研究職員（修士卒）については、必要に応じてメンター制度

を活用する。これらの支援の周知と利用者が必要とする時に利用しやす

い運用整備に努め、支援の拡充を図る。 

さらに、新規採用者研修等の所内研修を通して、ダイバーシティ推進に

配慮したキャリア形成支援に取り組む。 

５．ダイバーシティの総合推進 

アクションプランのポイント：

･ 障がい者が働きやすい職場環境を整備すると共に、法定雇用率を  

遵守した雇用を促進することで、障がい者が社会の一員として活躍で

きるようより一層支援する。 

･ 性別、年齢、国籍、障がい等の多様な属性をもつ人々を認め、理解する

ための全所的なダイバーシティ推進の意識を醸成する。 

･ ダイバーシティ推進委員会において、ダイバーシティ推進に必要な事

項を審議し、全所的な取組を展開する。 

･ 国、自治体及び他の研究教育機関等と連携し、社会のダイバーシティ

推進に貢献する。 

① 障がい者が働きやすい環境の整備

産総研は、障がいのある者の積極的な雇用を促進している。第４期にお

いては、法定雇用率 2.5％を遵守してきたが、令和３年４月までに 0.1％

引き上げられ 2.6％になる予定である。引き続き、法定雇用率達成及び雇

用拡大を進めるため、ハローワーク等が開催する就業面接会など機会あ

るごとに参加し、採用できるように尽力する。また、障害者差別解消法の

趣旨に基づき、e-ラーニング等を通じた情報発信を継続することで、所内

の理解促進に努める。第５期においても、法定雇用率を遵守すると共に、

障がい者が働きやすい環境の整備を図り、障がい者が社会の一員として

活躍できるように支援する。 

② ダイバーシティを推進するための意識の醸成

「社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進める」ことは、「ニッ

ポン一億総活躍プラン」（平成 28 年６月２日閣議決定）にも明記されて
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おり、産総研が研究活動を実施するにおいても、重要な指針となる。ダイ

バーシティ推進に関しては、産総研で働く一人ひとりの理解が不可欠で

あり、所の方針決定のもと、全所的な取組が必要である。第５期において

も、性別、年齢、国籍、障がい等の多様な属性をもつ人々を認め、理解す

るための全所的なダイバーシティ推進の意識を醸成する。具体的には、食

や性の多様性についての理解を深める活動を行う。 

本推進策公表後は、その考え方を広く所に浸透させる活動を、関係部署

の連携により、総務本部ダイバーシティ推進室が中心となって推し進める。

また、ダイバーシティ推進に関するアンケートを適時実施する。 

③ ダイバーシティを推進する体制

ダイバーシティ推進に関しては、組織全体の理解が不可欠であり、所の

方針決定のもと全所的な取組が必要である。産総研ではダイバーシティの

総合的な推進のために必要な事項について審議するダイバーシティ推進

委員会が設置されている。本委員会において、ダイバーシティの推進策の

PDCA サイクルを回し必要な施策の検討を行い、全所的にダイバーシティ

を推進する。実施においては、総務本部ダイバーシティ推進室が委員会事

務局として、進捗把握や関係部署との調整を行う。本推進策公表後は、毎

年、各年度の主要なアクションプラン進捗状況や特筆される成果を取りま

とめ所内外に公表すると共に、必要に応じて見直しを行う。 

④ 国、自治体及び他の研究教育機関等との連携

ダイバーシティ推進の取組は全国的な拡がりを見せている。第４期では、

産総研は、ダイバーシティ・サポート・オフィス（DSO）4の会長機関を務

める等、主要な参加メンバーとして、ダイバーシティの推進を牽引してき

た。第５期も引き続き、DSO をはじめ、国、自治体及び他の研究教育機関

等との連携体制を継続し、所内のダイバーシティ推進の取組に活用すると

共に、産総研の取組や成果の紹介を地域社会に向けて広く行う。これらの

取組を通して、社会のダイバーシティ推進に貢献していく。 

4 平成 19 年発足。ダイバーシティ推進に取り組む研究教育機関等の相互のイベント

等の機会 提供、情報交換をするネットワーク。20 機関参加（令和２年３月時点） 
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産業技術総合研究所 男女共同参画宣言

産総研は、多様な視点をもつ人々が共に働くことで 

研究そのものが真に豊かになり、 

より社会に有益なものになるとの確信のもと、 

男女の別にかかわりなく個人の能力を存分に発揮できる 

環境の実現を目指します。 

そのために、産総研のさまざまなシステムや職場環境の改善に加え、 

社会における諸活動に参加しつつ 

科学技術分野への女性のさらなる参画を推進します。 

２００６年２月１０日 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
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国立研究開発法人産業技術総合研究所 

第５期中長期目標計画に基づくダイバーシティの推進 

「研究開発成果の最大化」は、国立研究開発法人が第一目的とするもので

あり、産総研第５期中長期目標（案）（令和２年３月２日時点）では、研究

開発の成果の最大化の向上のため、①産総研の多様性を生かした社会課題の

解決、②「橋渡し」の拡充、③イノベーション・エコシステムを支える基盤

整備等、が取り組むべき重要事項として挙げられている。さらに、第５期中

長期目標（案）の「人事に関する事項」においては、「研究開発成果の最大

化及び効果的かつ効率的な業務実施のため、多くの優れた研究者が自由な発

想の下で研究に打ち込める研究所であることが理想であることを認識し、若

手、女性、外国人研究者、学界や産業界からの人材等、多様で優秀な人材を

積極的に確保する」としている。 

以上のことから、第５期では、産総研の研究開発成果の最大化に資するダ

イバーシティ推進に取り組む。具体的には、研究分野の多様性のみならず、

性別、年齢、国籍、障がい等の属性の多様性を生かすことで、より一層、社

会課題の解決を効果的に実現することに貢献する。さらに産総研で働く人々

の属性の多様性によって、多方面からの産業ニーズに的確かつ高度に応え、

橋渡しの拡充やイノベーションを支える基盤整備等の促進に貢献する。

＜産総研第５期中長期目標（案）（令和２年３月２日時点） 抜粋＞ 

Ⅲ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 第５期中長期目標期間においては、研究開発の成果の最大化その他の業務

の質の向上のため、産総研の多様性を生かした社会課題の解決、第４期に重

点的に取り組んだ「橋渡し」の拡充、イノベーション・エコシステムを支え

る基盤整備等に取り組む。 

＜中略＞ 

３．イノベーション・エコシステムを支える基盤整備 

（４）技術経営力の強化に資する人材の養成

技術経営力の強化に寄与する人材の養成・資質向上・活用促進は、産総研

が担うべき重要な業務であり、イノベーションスクールやデザインスクール

等の人材育成事業の充実・発展を図り、制度利用の促進を進める。 

＜中略＞ 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項 

１．人事に関する事項 

 研究開発成果の最大化及び効果的かつ効率的な業務実施のため、多くの優

れた研究者が自由な発想の下で研究に打ち込める研究所であることが理想
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であることを認識し、若手、女性、外国人研究者、学界や産業界からの人材

等、多様で優秀な人材を積極的に確保するとともに、特に若手研究者が、中

長期的な成果を志向した研究に取り組めるよう、採用や人事評価等において

は、短期的・定量的な評価に限定せず、挑戦的な研究テーマの構想力や産総

研内外との連携構築能力なども勘案する。 

＜産総研第５期中長期計画（案）（令和２年３月２日時点） 抜粋＞ 

Ⅶ．その他業務運営に関する重要事項 

１．人事に関する事項 

＜中略＞ 

なお、人材確保・育成については、「科学技術・イノベーション創出の活

性化に関する法律」（平成 20 年法律第 63 号）第 24 条に基づき、ダイバーシ

ティ推進、ワーク・ライフ・バランス推進を含めた「人材活用等に関する方

針」を定めて取り組む。
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資料3

第４期中長期目標期間のダイバーシティ推進策のまとめと課題解決のための視点

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点
１．女性研究者の
積極的採用および
女性職員の活躍推
進
① 女性研究者の
積極的採用

・研究職における第4期累積採
用者の女性比率を18％以上と
する目標に向け、領域の実情
に応じた積極的な採用に取り
組む。

・女性研究者の応募を拡大す
るため、積極的な広報活動を
展開する。

・研究職における第4期累積採用者の女性比
率は、目標値の18％を超える、18.8%（104
名／552名）（令和元年12月末時点）となっ
た。
・平成28年度に策定した女性活躍推進法行
動計画に基づき、産総研つくばセンターに
て、女子大学院生・ポスドクを対象に、女
性研究者との懇談会・ラボ見学ツアーを毎
年開催した。さらに、女子大学院生、ポス
ドクが参加する各領域、地域センターのイ
ベントとの共催、全国の大学訪問、外部機
関イベントへも積極的に協力し、広報活動
を展開した。これらの活動において、約600
人の女性ポスドク、女性大学院生・大学生
等の参加があった（第4期のべ人数）。

女性研究職員の積極採用については、理工
系女子学生の数を考慮しつつ、産総研の現
状把握と課題分析を行ったうえで、今後も
引き続き取り組む必要がある。さらに、優
秀な人材を効率的に確保していくために
は、イベント開催・出展に加えて、各領域
と連携を図り、学会等を通じての周知活動
を行っていく必要がある。

② 女性職員の活
躍推進

・管理職に占める女性の割合
を平成27年度末までに5％と
し、第4期中長期目標期間終了
時点でさらなる女性登用率の
増加を目指す。
　そのために、管理職業務の
効率化や職場環境整備の推進
を通して女性の活躍をエンカ
レッジする。

・管理職に占める女性比率は、目標値の5％
を超える、6.1%（22名／362名）（令和元年
12月末時点）となった。
・仕事のモチベーションアップを目的に、
女性職員を対象としたエンカレッジ研修を
実施した。女性管理職を育成するために、
外部機関が主催するリーダー育成研修や、
女性活躍を推進している外部機関のセミ
ナーにも参加した。

中長期的に管理職の女性登用を拡大させる
ためには、女性管理職登用についての所内
の意識調査を行うことで、女性管理職登用
が進まない原因を把握し、意識改革を目的
とした研修の実施などの対策が必要であ
る。さらには登用を促進する環境の整備や
女性管理職の育成を継続的に行っていく必
要がある。

第４期アクションプランのポイント
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資料3

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
２．外国人研究者
の採用・受入支援
および活躍支援

① 外国人研究者
の採用・受入支援

・優秀な外国人研究者の採用
や受入の支援を目的とし、英
語版の公式ホームページに外
国人研究者に向けた情報を整
備するなど広報活動の拡充に
より、外国人研究者へ産総研
の認知度を高める。
・外来研究員や技術研修生の
受入れ等を円滑に行うことに
より、短期滞在の外国人研究
者へ産総研での研究活動の機
会を提供し、外国人研究者の
応募の増加に貢献する。

・英語版産総研公式HPを公開、随時情報を
拡充し、外国人研究者への産総研の認知度
を高めた。また、外来研究員や技術研修生
の受入れ等を円滑に行うために、イントラ
の手続き案内ページの改善、産総研の組
織・倫理・ルールのe-learning英語版の作
成を行った。また外国人の受け入れ手続き
に関する説明会も開催した。
・こうした取組が、外国人研究者の応募増
加につながり、第4期の累積採用者に占める
外国人（外国籍）比率は16.8％（75名／460
名）となった（平成31年4月1日時点）。

今後も、外国人受け入れを円滑に行うため
に、イントラ情報の英語化や整備を全所的
に引き続き行っていく必要がある。

② 外国人研究者
の活躍支援

・AISTインターナショナルセ
ンター（AIC）は、現在の外国
人研究者の生活支援から機能
を強化し、言語面の業務サ
ポートとして各部署への橋渡
し機能を拡充する。

・各担当部署とAICとで連携し、外国人研究
者に向けて、所内制度（出産・育児、年末
調整）に関する英語のセミナーを開催し、
言語面での業務サポートを行った。また各
部署の情報を外国人へ迅速に広く周知する
ために、外国人向けのニュースレターを発
信した。
・法務省が進める高度人材ポイント制によ
る出入国管理上の優遇制度についての問い
合わせは、のべ37件となった（平成29年
度、平成30年度）。

AICによる生活支援および言語支援を継続す
るとともに、所内イントラの英語化や整備
を全所的に行い業務の効率化に取り組む。
生活支援においては、各担当部署が連携し
て、職員等の多様性に配慮した環境整備に
取り組む必要がある。

③ 外国人へのマ
ネージメント業務
支援

・外国人グループ長等を対象
としたマネージメント業務の
言語支援について、第4期当初
は必要に応じて個別サポート
を継続しつつ、第4期終了時ま
でには、全所的な支援体制構
築を目指し展開を図る。

・マネージメント業務の言語支援のため、
イントラ各種システムの英語のマニュアル
の作成や、イントラのコンテンツへのアク
セスしやすくなるようにした。

外国人研究者のキャリア形成においては、
管理職登用での言語面の障壁が大きな課題
となる、将来、マネージメント業務を円滑
に行えるように中長期的な支援策に取り組
む必要がある。
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資料3

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
３．ワーク・ライ
フ・バランスの実
現
① 次世代育成支
援行動計画の実施

・ワーク・ライフ・バランス
に関する支援策や年次有給休
暇取得促進に向け、次世代育
成支援行動計画に基づき各対
策を実施する。

・ワーク・ライフ・バランスの全所的な意
識啓発の取組として、おもに介護をテーマ
としたセミナーを開催してきた。のべ1748
人が参加し、職員の介護への意識の高さが
伺えた。また、介護や育児をテーマとした
ランチ会を行い、職員同士のネットワーク
づくりや情報交換会の機会を提供した。
・育児介護支援制度の概要説明会を地域セ
ンターで開催し、制度利用の支援を行っ
た。
・産育休・在宅勤務制度について、担当部
署が連携して説明会を開催した。
・長期休暇取得キャンペーンや男性の育児
休業取得キャンペーンを行い、ワーク・ラ
イフ・バランスの支援や男性の育児参加を
促進した。
・介護休業および介護休暇の取得者数はの
べ288名となった（平成27年度から平成29年
度）。
・男性の育児休業取得率は、3.0％（次世代
育成法行動計画期間:平成26年6月26日～平
成29年3月31日）となった。

第４期において取り組んできたワーク・ラ
イフ・バランス支援制度を引き続き運用し
ていく中で、社会の動向と利用者の要望等
の把握に努める。また制度の周知において
は、対象を利用者に留めずに、その周囲に
対しても理解を求めるため強化を図る。
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資料3

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
② 育児支援制度
等の柔軟な運用

・産休・育休中や職場復帰後
における育児支援制度につい
て、ニーズに応じて必要な改
善を行う。

・女性活躍推進法行動計画に基づき、育
児・介護等で時間制約がある研究職員への
補助員雇用支援を試行し、令和元年度に制
度化に至った。試行期間を含め、育児産前
支援ではのべ23人の支援を行った。また、
代替職員制度についても引き続き運用し
た。
・産前・産育休を取得予定およびすでに取
得した職員がスムーズに職場復帰できるよ
うに支援するため、個別面談を実施し、
個々に寄り添ったニーズの調査を行った。
のべ64人の面談を行った（産前：10名、復
帰後54名）。またメール等の相談件数は17
件となった（平成27年度から令和元年度7月
3日時点）。
・産前・産育休の支援制度をまとめた子育
て広場の整備・拡充を引き続き行った。

真に育児支援を必要としている職員が円滑
に制度を利用できるように、各担当部署が
連携して所内の周知に努める。また産前・
産後・育休復帰後の個別面談も引き続き行
い、所内のニーズ把握に努める。

③ 働き方の見直
し

・ライフイベントによるキャ
リアロスを軽減するため、支
援策の一層の充実を目指し、
在宅勤務の試行的導入行った
上で実施を検討する。

・女性活躍推進法行動計画に基づき、キャ
リアロス軽減の支援策として、在宅勤務制
度を平成27年度に試行し、平成28年度に制
度化した。のべ55人（男性12名、43名）が
制度を利用した（平成27年度から平成30年
度）。

第４期での在宅勤務制度は、育児支援を目
的として導入された。引き続き、在宅勤務
制度の利用促進や拡充を図っていく。
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資料3

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
４．キャリア形成
① 全所的な人材
育成の取組

・性別、年齢、国籍等にかか
わりなく、産総研職員の多様
で柔軟なキャリアを形成でき
るようにOJTや研修を活用して
取り組む。

・OJTを継続的に実施するとともに、所内研
修でダイバーシティに関する講義を実施
し、管理職を含む職員の意識改革に貢献し
た。外部有識者によるキャリア形成支援講
演会等実施した。

② 個々に寄り
添ったキャリア形
成支援

・専門家によるキャリアカウ
ンセリングや講習、メンター
制度などを活用し、キャリア
パス設計からキャリア形成ま
で一貫して支援する。

・女性活躍推進法行動計画に基づき、キャ
リアアップ研修を実施した。また若手事務
職員に対するメンター制度を実施し、キャ
リア形成を支援した。
・個々に寄り添ったキャリア形成支援とし
て、カウンセリングを実施し、のべ781件
（平成27年度から平成30年度）の対応を
行った。また対面でのカウンセリングの機
会のない地域センターの職員を対象に、体
験カウンセリングを実施した。

５．ダイバーシ
ティの総合推進
① 障がい者が働
きやすい環境の整
備

　障がい者が産総研で働きや
すい環境を作り、法定雇用率
を遵守しながら雇用を促進
し、社会の一員として活躍で
きるように支援する。

・障がい者の雇用については、各年度の法
定雇用率（平成30年度：2.5%、平成29年
度、平成28年度、平成27年度：2.3％）を遵
守してきた。
・障がい者差別解消法（平成28年4月施行）
や障がい者雇用促進法も対象として勉強会
を開催し、職員の知識の向上と理解の促進
を行った。
・働きやすい環境整備の一環として、つく
ば中央正門の横断歩道に音の出る信号機の
設置をつくば市に依頼し、常設展示設備付
近に点字ブロックの敷設や、スロープを設
置した。

引き続き、法定雇用率を遵守しながら障が
い者の雇用を促進していく。また障がい者
のみならず、多様な属性をもつ人々が、産
総研で働きやすく、個々が自身の能力を最
大限に発揮できる職場環境の実現を目指
す。

性別、年齢、国籍等にかかわりなく、産総
研職員が個人の経験と能力を活かすことの
できるキャリア形成ができるように、キャ
リアパス設計から支援できるような研修の
実施や制度整備等、全所的な人材育成に取
り組む必要がある。
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資料3

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
② ダイバーシ
ティを推進する体
制

　ダイバーシティ推進委員会
のもと、本推進策のPDCAサイ
クルを実施し必要な施策の検
討を行い、全所的なダイバー
シティ推進意識を醸成する。

・ダイバーシティ推進委員会のもと、全所
的なダイバーシティ推進意識が醸成できた
結果、女性活躍パワーアップ大賞奨励賞受
賞（平成27年度）、公的研究機関で初めて
「えるぼし」（女性活躍推進法第9条に基づ
く厚生労働大臣の認定）を、最上位の「認
定段階3」として取得（平成28年度）するこ
とができた。
・女性活躍推進法および次世代育成支援対
策推進法の施行に伴い、所内で各法に基づ
いた一般事業主行動計画（平成28年度、平
成29年度）を策定した。
・特に在宅勤務制度・補助員雇用支援制度
の試行導入が評価され、理事長賞「産総研
の育児支援制度の構築」（平成30年度）を
受賞した。

第５期においても、ダイバーシティ推進委
員会のもと、全所的なダイバーシティ推進
のPDCAサイクルを実施し、対外的にもダイ
バーシティ推進を行う産総研としてのプレ
ゼンスを示していく。

③ 国、自治体お
よび他の研究教育
機関等との連携

　ダイバーシティ・サポー
ト・オフィス（DSO）に主要メ
ンバー機関として貢献すると
ともに、他機関との協力を継
続する。

・ダイバーシティ推進のネットワークであ
る、ダイバーシティ・サポート・オフィス
（DSO)の幹事機関、平成27年度、平成28年
度は会長機関として、他機関との連携を
行った。
・筑波大学及び日本IBMと連携して、文部科
学省科学技術人材育成補助事業「ダイバー
シティ研究環境実現イニシアティブ（牽引
型）」に採択され、事業を行った。
・女性活躍推進法に定める協議会である
「いばらき女性活躍推進会議」へ会員登録
を行った。
・理工系分野に興味がある女子中高生・女
子学生への情報発信の場として、内閣府男
女協働参画局が進める「理工チャレンジ」
に参画した。

ダイバーシティ推進のための施策検討に
は、社会動向の把握が重要である。今後も
外部機関等との柔軟なネットワークを形成
し、継続して連携協力を行う。

※ 数値データは公開時に令和元年度末情報に更新予定
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国立研究開発法人産業技術総合研究所  

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法 行動計画 

１．計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月 31日までの５年間 

２．内容 

＜対策＞ 

令和２年度～ 男性も主体的に育児に関与できるように、所内に向けて出産・育児についての意識啓発と所

内制度の周知に努める。 

令和２年度～ 本人または配偶者が妊娠中の者、産前産後休業や育児休業から復帰した者に向けて、情報交

換会・懇談会等を開催する。 

＜対策＞ 

令和２年度～ 夏季の長期休暇取得促進等のキャンペーンを実施し、職員等に長期休暇取得を奨励する。 

令和２年度～ 産総研で働く職員等に向けて、ワーク・ライフ・バランスに関連する情報提供を、計画期間

中毎年度１回以上行う。 

＜対策＞ 

令和２年度～ 産総研の女性研究者ロードマップの作成・公開や、女性職員同士の情報交換の場を設け、女

性職員が自らのキャリアのイメージを持つことを支援する取組を行う。 

令和２年度～ 女性職員とその上長のコミュニケーションの促進を目的として、女性のキャリアロス等の情

報提供や女性職員のアンケート調査のフィードバックを行い、意識啓発を行う。 

令和２年度～ 女性管理職登用における状況把握・課題分析を行い、職場環境整備に努める。 

＜対策＞ 

令和２年度～ 優秀な女性の大学院生・ポスドクの応募拡大を目的とし、産総研の女性研究職員との懇談会

と見学ツアーの開催、人事採用担当者が就職関連イベントへ参加、産総研研究職員が女性研

究職員の活躍に関する取組を学会企画行事で発表するなど、広報活動を展開する。 

令和２年度～ 将来を担う世代である女子中高生の理系選択促進のため、研究職が魅力ある職業であること

を伝える機会を設ける。 

令和２年３月１９日 総務本部 

目標４：優秀な女性研究職員確保のための取組を推進し、研究職採用者に占める女性の割合は、期間累積

18％の維持に努める。 

目標３：女性管理職登用の支援を目的とした、職員のモチベーション向上と意識啓発、職場環境整備に資

する取組を促進する。 

目標１：男女問わず育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を促進する。 

目標２：夏季特別休暇と土日祝日に年次有給休暇を組み合わせた、９日間以上連続した長期休暇の取得者

の比率が 45％以上となるように、積極的に周知活動を行う。 
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資料３改

第４期中長期目標期間のダイバーシティ推進策のまとめと課題解決のための視点

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点
１．女性研究者の
積極的採用および
女性職員の活躍推
進
① 女性研究者の
積極的採用

・研究職における第4期累積採
用者の女性比率を18％以上と
する目標に向け、領域の実情
に応じた積極的な採用に取り
組む。

・女性研究者の応募を拡大す
るため、積極的な広報活動を
展開する。

・研究職における第4期累積採用者の女性比
率は、目標値の18％以上となった（令和2年
3月末時点18.8％（104名／553名））。
・平成28年度に策定した女性活躍推進法行
動計画に基づき、産総研つくばセンターに
て、女子大学院生・ポスドクを対象に、女
性研究者との懇談会・ラボ見学ツアーを毎
年開催した。さらに、女子大学院生、ポス
ドクが参加する各領域、地域センターのイ
ベントとの共催、全国の大学訪問、外部機
関イベントへも積極的に協力し、広報活動
を展開した。これらの活動において、約600
人の女性ポスドク、女性大学院生・大学生
等の参加があった（第4期のべ人数）。

女性研究職員の積極採用については、理工
系女子学生の数を考慮しつつ、産総研の現
状把握と課題分析を行ったうえで、今後も
引き続き取り組む必要がある。さらに、優
秀な人材を効率的に確保していくために
は、イベント開催・出展に加えて、各領域
と連携を図り、学会等を通じての周知活動
を行っていく必要がある。

② 女性職員の活
躍推進

・管理職に占める女性の割合
を平成27年度末までに5％と
し、第4期中長期目標期間終了
時点でさらなる女性登用率の
増加を目指す。
　そのために、管理職業務の
効率化や職場環境整備の推進
を通して女性の活躍をエンカ
レッジする。

・管理職に占める女性比率は、目標値5％を
超えた（令和2年3月末時点6.1％（23名／
377名））。
・仕事のモチベーションアップを目的に、
女性職員を対象としたエンカレッジ研修を
実施した。女性管理職を育成するために、
外部機関が主催するリーダー育成研修や、
女性活躍を推進している外部機関のセミ
ナーにも参加した。

中長期的に管理職の女性登用を拡大させる
ためには、女性管理職登用についての所内
の意識調査を行うことで、女性管理職登用
が進まない原因を把握し、意識改革を目的
とした研修の実施などの対策が必要であ
る。さらには登用を促進する環境の整備や
女性管理職の育成を継続的に行っていく必
要がある。

第４期アクションプランのポイント
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資料３改

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
２．外国人研究者
の採用・受入支援
および活躍支援

① 外国人研究者
の採用・受入支援

・優秀な外国人研究者の採用
や受入の支援を目的とし、英
語版の公式ホームページに外
国人研究者に向けた情報を整
備するなど広報活動の拡充に
より、外国人研究者へ産総研
の認知度を高める。
・外来研究員や技術研修生の
受入れ等を円滑に行うことに
より、短期滞在の外国人研究
者へ産総研での研究活動の機
会を提供し、外国人研究者の
応募の増加に貢献する。

・英語版産総研公式HPを公開、随時情報を
拡充し、外国人研究者への産総研の認知度
を高めた。また、外来研究員や技術研修生
の受入れ等を円滑に行うために、イントラ
の手続き案内ページの改善、産総研の組
織・倫理・ルールのe-learning英語版の作
成を行った。また外国人の受け入れ手続き
に関する説明会も開催した。
・こうした取組が、外国人研究者の応募増
加につながり、第4期の累積採用者に占める
外国人（外国籍）比率は17.2％（95名／553
名）となった（令和2年3月末時点）。

今後も、外国人受け入れを円滑に行うため
に、イントラ情報の英語化や整備を全所的
に引き続き行っていく必要がある。

② 外国人研究者
の活躍支援

・AISTインターナショナルセ
ンター（AIC）は、現在の外国
人研究者の生活支援から機能
を強化し、言語面の業務サ
ポートとして各部署への橋渡
し機能を拡充する。

・各担当部署とAICとで連携し、外国人研究
者に向けて、所内制度（出産・育児、年末
調整）に関する英語のセミナーを開催し、
言語面での業務サポートを行った。また各
部署の情報を外国人へ迅速に広く周知する
ために、外国人向けのニュースレターを発
信した。
・法務省が進める高度人材ポイント制によ
る出入国管理上の優遇制度についての問い
合わせは、のべ69件となった（平成29年
度、平成30年度、令和元年度）。

AICによる生活支援および言語支援を継続す
るとともに、所内イントラの英語化や整備
を全所的に行い業務の効率化に取り組む。
生活支援においては、各担当部署が連携し
て、職員等の多様性に配慮した環境整備に
取り組む必要がある。

③ 外国人へのマ
ネージメント業務
支援

・外国人グループ長等を対象
としたマネージメント業務の
言語支援について、第4期当初
は必要に応じて個別サポート
を継続しつつ、第4期終了時ま
でには、全所的な支援体制構
築を目指し展開を図る。

・マネージメント業務の言語支援のため、
イントラ各種システムの英語のマニュアル
の作成や、イントラのコンテンツへのアク
セスしやすくなるようにした。

外国人研究者のキャリア形成においては、
管理職登用での言語面の障壁が大きな課題
となる、将来、マネージメント業務を円滑
に行えるように中長期的な支援策に取り組
む必要がある。
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資料３改

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
３．ワーク・ライ
フ・バランスの実
現
① 次世代育成支
援行動計画の実施

・ワーク・ライフ・バランス
に関する支援策や年次有給休
暇取得促進に向け、次世代育
成支援行動計画に基づき各対
策を実施する。

・ワーク・ライフ・バランスの全所的な意
識啓発の取組として、おもに介護をテーマ
としたセミナーを開催してきた。のべ1748
人が参加し、職員の介護への意識の高さが
伺えた。また、介護や育児をテーマとした
ランチ会を行い、職員同士のネットワーク
づくりや情報交換会の機会を提供した。
・育児介護支援制度の概要説明会を地域セ
ンターで開催し、制度利用の支援を行っ
た。
・産育休・在宅勤務制度について、担当部
署が連携して説明会を開催した。
・長期休暇取得キャンペーンや男性の育児
休業取得キャンペーンを行い、ワーク・ラ
イフ・バランスの支援や男性の育児参加を
促進した。
・介護休業および介護休暇の取得者数はの
べ288名となった（平成27年度から平成29年
度）。
・男性の育児休業取得率は、3.0％（次世代
育成法行動計画期間:平成26年6月26日～平
成29年3月31日）となった。

第４期において取り組んできたワーク・ラ
イフ・バランス支援制度を引き続き運用し
ていく中で、社会の動向と利用者の要望等
の把握に努める。また制度の周知において
は、対象を利用者に留めずに、その周囲に
対しても理解を求めるため強化を図る。

23



資料３改

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
② 育児支援制度
等の柔軟な運用

・産休・育休中や職場復帰後
における育児支援制度につい
て、ニーズに応じて必要な改
善を行う。

・女性活躍推進法行動計画に基づき、育
児・介護等で時間制約がある研究職員への
補助員雇用支援を試行し、令和元年度に制
度化に至った。試行期間を含め、育児産前
支援ではのべ23人の支援を行った。また、
代替職員制度についても引き続き運用し
た。
・産前・産育休を取得予定およびすでに取
得した職員がスムーズに職場復帰できるよ
うに支援するため、個別面談を実施し、
個々に寄り添ったニーズの調査を行った。
のべ72人の面談を行った（産前：10名、復
帰後62名）。またメール等の相談件数は27
件となった（平成27年度から令和元年
度）。
・産前・産育休の支援制度をまとめた子育
て広場の整備・拡充を引き続き行った。

真に育児支援を必要としている職員が円滑
に制度を利用できるように、各担当部署が
連携して所内の周知に努める。また産前・
産後・育休復帰後の個別面談も引き続き行
い、所内のニーズ把握に努める。

③ 働き方の見直
し

・ライフイベントによるキャ
リアロスを軽減するため、支
援策の一層の充実を目指し、
在宅勤務の試行的導入行った
上で実施を検討する。

・女性活躍推進法行動計画に基づき、キャ
リアロス軽減の支援策として、在宅勤務制
度を平成27年度に試行し、平成28年度に制
度化した。のべ81人（男性21名、女性60
名）が制度を利用した（平成27年度から令
和元年度）。

第４期での在宅勤務制度は、育児支援を目
的として導入された。引き続き、在宅勤務
制度の利用促進や拡充を図っていく。
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資料３改

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
４．キャリア形成
① 全所的な人材
育成の取組

・性別、年齢、国籍等にかか
わりなく、産総研職員の多様
で柔軟なキャリアを形成でき
るようにOJTや研修を活用して
取り組む。

・OJTを継続的に実施するとともに、所内研
修でダイバーシティに関する講義を実施
し、管理職を含む職員の意識改革に貢献し
た。外部有識者によるキャリア形成支援講
演会等実施した。

② 個々に寄り
添ったキャリア形
成支援

・専門家によるキャリアカウ
ンセリングや講習、メンター
制度などを活用し、キャリア
パス設計からキャリア形成ま
で一貫して支援する。

・女性活躍推進法行動計画に基づき、キャ
リアアップ研修を実施した。また若手事務
職員に対するメンター制度を実施し、キャ
リア形成を支援した。
・個々に寄り添ったキャリア形成支援とし
て、カウンセリングを実施し、のべ986件
（平成27年度から令和元年度）の対応を
行った。また対面でのカウンセリングの機
会のない地域センターの職員を対象に、体
験カウンセリングを実施した。

５．ダイバーシ
ティの総合推進
① 障がい者が働
きやすい環境の整
備

　障がい者が産総研で働きや
すい環境を作り、法定雇用率
を遵守しながら雇用を促進
し、社会の一員として活躍で
きるように支援する。

・障がい者の雇用については、各年度の法
定雇用率（令和元年度、平成30年度：
2.5％、平成29年度、平成28年度、平成27年
度：2.3％）を遵守してきた。
・障害者差別解消法（平成28年4月施行）や
障害者雇用促進法も対象として勉強会を開
催し、職員の知識の向上と理解の促進を
行った。
・働きやすい環境整備の一環として、つく
ば中央正門の横断歩道に音の出る信号機の
設置をつくば市に依頼し、常設展示設備付
近に点字ブロックの敷設や、スロープを設
置した。

引き続き、法定雇用率を遵守しながら障が
い者の雇用を促進していく。また障がい者
のみならず、多様な属性をもつ人々が、産
総研で働きやすく、個々が自身の能力を最
大限に発揮できる職場環境の実現を目指
す。

性別、年齢、国籍等にかかわりなく、産総
研職員が個人の経験と能力を活かすことの
できるキャリア形成ができるように、キャ
リアパス設計から支援できるような研修の
実施や制度整備等、全所的な人材育成に取
り組む必要がある。
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資料３改

第４期中長期目標期間のまとめ 課題解決のための視点第４期アクションプランのポイント
② ダイバーシ
ティを推進する体
制

　ダイバーシティ推進委員会
のもと、本推進策のPDCAサイ
クルを実施し必要な施策の検
討を行い、全所的なダイバー
シティ推進意識を醸成する。

・ダイバーシティ推進委員会のもと、全所
的なダイバーシティ推進意識が醸成できた
結果、女性活躍パワーアップ大賞奨励賞受
賞（平成27年度）、公的研究機関で初めて
「えるぼし」（女性活躍推進法第9条に基づ
く厚生労働大臣の認定）を、最上位の「認
定段階3」として取得（平成28年度）するこ
とができた。
・女性活躍推進法および次世代育成支援対
策推進法の施行に伴い、所内で各法に基づ
いた一般事業主行動計画（平成28年度、平
成29年度）を策定した。
・特に在宅勤務制度・補助員雇用支援制度
の試行導入が評価され、理事長賞「産総研
の育児支援制度の構築」（平成30年度）を
受賞した。

第５期においても、ダイバーシティ推進委
員会のもと、全所的なダイバーシティ推進
のPDCAサイクルを実施し、対外的にもダイ
バーシティ推進を行う産総研としてのプレ
ゼンスを示していく。

③ 国、自治体お
よび他の研究教育
機関等との連携

　ダイバーシティ・サポー
ト・オフィス（DSO）に主要メ
ンバー機関として貢献すると
ともに、他機関との協力を継
続する。

・ダイバーシティ推進のネットワークであ
る、ダイバーシティ・サポート・オフィス
（DSO)の幹事機関、平成27年度、平成28年
度は会長機関として、他機関との連携を
行った。
・筑波大学及び日本IBMと連携して、文部科
学省科学技術人材育成補助事業「ダイバー
シティ研究環境実現イニシアティブ（牽引
型）」に採択され、事業を行った。
・女性活躍推進法に定める協議会である
「いばらき女性活躍推進会議」へ会員登録
を行った。
・理工系分野に興味がある女子中高生・女
子学生への情報発信の場として、内閣府男
女協働参画局が進める「理工チャレンジ」
に参画した。

ダイバーシティ推進のための施策検討に
は、社会動向の把握が重要である。今後も
外部機関等との柔軟なネットワークを形成
し、継続して連携協力を行う。

※ 資料3の数値データを令和元年度末情報に更新
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